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エアコン テレビ

冷蔵庫・冷凍庫 洗濯機・衣類乾燥機

　家電４品目(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯機・衣類乾燥
機)は、「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」により、処理
方法が決まっていて、ごみ一時集積所への排出や津市の施設への搬入はで
きません。
　以下の処理方法により適切に処分しましょう。

家電４品目

　指定された場所以外に廃棄物を捨てることは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止さ
れており、不法投棄になります。
　不法投棄をした者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、５年以下の懲役もしくは
1,000万円以下(法人の場合は３億円以下)の罰金、またはその両方が科せられます。

　山道の脇や空き地等の人目に付かない場所など
へ家具や生活ごみ、家電４品目、事業活動に伴っ
て生じたごみを捨てる行為、不法投棄が問題とな
っています。
　市では、巡回・監視パトロールを実施してお

り、不法投棄防止対策を実施しています。
　法律に反した身勝手な行動により、土地の管理
者や市民の皆さんに迷惑をかける行為は許されま
せん。きれいな津市を残していくためにも、通報
など皆さんのご協力をお願いいたします。

※収集運搬許可のない業者に収集運搬を依頼すると、不法投棄の原因
　になります。廃棄物の収集運搬を業者に依頼する場合は、津市の許
　可を持った業者に依頼しなければなりません。

処理方法
①家電製品を購入した店か、買い替えをしようとする店に依頼する
②家電リサイクル法対象家電収集運搬業者に依頼する
③郵便局で家電リサイクル券を購入し、指定引取場所に持ち込む

リサイクル料金について…家電リサイクル券センター(t0120－319640)
運搬料金について…各収集運搬業者へ
指定引取場所について…株式会社タヤマ(高茶屋小森上野町1143、
　t234－8666)

家電リサイクル法対象
家電収集運搬業者一覧

　　　自動車・
オートバイのタイヤ

 自動車・オートバイ・
電動自転車のバッテリー

　これらの処理困難物の処理については、お買い求めになっ
た販売店や専門の処理業者にご相談ください。

　家電４品目(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機)とパソコン(本
体・ディスプレイ)の他、下記のもの(処理困難物)についても市では収集していませんの
で、集積所には出さないでください。なお、パソコンはメーカーに回収を申し込むか、市
内のエコ・ステーションや環境政策課、各総合支所地域振興課へ自己搬入してください。

主な処理困難物

消火器 オイルヒーター 塗料・シンナーなど

畳(ユニット畳を含む)

プロパンガスボンベ

石こうボード・断熱材 農薬・劇薬

※津市リサイクルセンターへの
　自己搬入は可能です。

※中にオイルが入っているので処
　理困難物になります。

※津市リサイクルセンターへの
　自己搬入は可能です。

※購入店または消火器リサイクル
　推進センター(■t03－5829－6773)
　まで、お問い合わせ下さい。

※下記の場合は、燃やせるごみの
　日に出す事も可能です。
　・残量が多く、残塗料処理剤を
　　使用し固めた場合
　・残量が少なく、不要になった
　　布類などに染み込ませた場合


